
大分市要件設定型一般競争入札実施要領（電子入札用） 
 
 
 

１ 趣旨 

この要領は、本市が発注する建設工事等（建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条

第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。。）及び建設コンサルタント業務等（建設工事に関する

測量、地質調査、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務をいう。以下同じ。。）をいう。

以下同じ。）に係る要件設定型一般競争入札（あらかじめ設定された要件に該当し、入札参加資格を有

する者が参加できる一般競争入札をいう。第１７項を除き、以下「入札」という。。）の電子入札によ

る実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 
 

２ 定義 

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 電子入札 電子入札システムを使用して行う入札をいう。 

(2) 電子入札システム 本市の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。。）と入札し

ようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して調

達業務を実施するためのシステムをいう。 

(3) 電子閲覧 設計図書等を電子入札システムにおいて閲覧又は取得することをいう。 

(4) 電子データ 設計図書等を電子化したものをいう。 
 
 
３ 対象建設工事等  

この要領による入札の対象となる建設工事等（以下「対象建設工事等」という。。）は、次に掲げ 

るものとする。ただし、災害復旧等のため、緊急又は短期間に完成する必要がある建設工事等につい

ては、この限りでない。 

(1) 設計金額が２，５００万円以上の建設工事等（大分市建設工事入札参加者等指名審査会規程（昭和５２

年大分市訓令第１１号）の規定により設置される大分市建設工事入札参加者等指名審査会 

（以下「指名審査会」という。。）が、その内容、規模等によりこの要領による入札に付すことが適当で

ないと判断した場合を除く。） 

(2) 設計金額が２，５００万円未満の建設工事等であって、契約担当者が、その内容、規模等によりこ

の要領による入札に付すことが適当であると認めた建設工事等 

 
 

４ 競争参加資格  

入札に参加する者に必要な資格（以下「競争参加資格」という。。）は、次のとおりとする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者及び同

条第２項の規定に基づく本市の入札参加制限を受けていない者であること。 

(2) 対象建設工事等のうち、建設工事の場合にあっては大分市建設工事競争入札参加資格審査要綱 

（平成１７年大分市告示第１６１６号）の規定により、建設コンサルタント業務等の場合にあって

は大分市測量・建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査要綱（平成１７年大分市告示第１

７００号）の規定によりそれぞれ入札参加資格の認定を受けている者であること。 



(3) 公告日から開札予定日の前日までの間のいずれの日においても大分市建設工事等に係る指名 

停止等の措置に関する要領（平成１２年大分市告示第４７７号）に基づく指名停止期間中でないこ

と。 

(4) 公告日から開札予定日の前日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排

除に関する措置要綱（平成２４年大分市告示第３７７号）に基づく排除措置期間中でないこと。 

(5) 開札予定日以前３月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若

しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 

(6) 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定に基づく破産手続開始の申

立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れている者（会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生

手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確

定したものを除く。。。。）でないこと。 

(7) 対象建設工事等（建設工事に係る部分に限る。第９号において同じ。。）の業種に係る建設業法

に基づく経営事項審査結果の総合点数が、一定の点数以上であること。 

(8) 対象建設工事等と同種で、かつ、同規模以上の建設工事等の履行実績があること。 

(9) 対象建設工事等に配置する主任技術者、監理技術者、照査技術者等が適正であること。 

(10) 対象建設工事等の業種について、建設業法に基づく特定建設業の許可を有する者であること。 

(11) 本市の区域内に本店、支店等があること。 

(12) その他競争参加資格委員会が必要と認める事項を満たしていること。 
 
 
５ 競争参加資格の決定  

競争参加資格については、対象建設工事等ごとに、次項に規定する競争参加資格委員会で決定す 

る。ただし、設計金額が５，０００万円以下の対象建設工事等については、契約担当者が決定する  

ことができる。 

 
 

６ 競争参加資格委員会 

(1) 次に掲げる事項を決定し、又は審査するため、競争参加資格委員会（以下「資格委員会」とい

う。。）を設置する。ただし、ア及びイに掲げる事項については、設計金額が５,０００万円以下の対象

建設工事等を除く。 

ア 競争参加資格に関する事項 

イ 入札への参加を希望する者（以下「参加希望者」という。。）の競争参加資格の有無の確認 

ウ その他必要と認める事項 

(2) 資格委員会の委員長は指名審査会の会長を、委員は指名審査会の委員をもって充てる。 



７ 入札の公告等 

(1) 契約担当者は、対象建設工事等を電子入札により執行しようとする場合は、大分市契約事務規

則（昭和３９年大分市規則第１２号。以下「規則」という。）第２５条第１号から第９号までに掲げ

る事項のほか、同条第１０号の規定により、次に掲げる事項を公告するものとする。 

ア 入札書その他電子入札に必要な書類（以下「入札書等」という。。）の提出方法  

イ 予定価格 

ウ 入札回数 

エ 開札の立会い 

オ その他契約担当者が必要と認める事項 

（2) 前号の規定による公告は、標準入札公告の例によるものとする。 
 
 
８ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出 

(1) 契約担当者は、競争参加資格の有無を確認するため、参加希望者から所定の期限までに、競争

入札参加資格確認申請書（様式第１号。以下「申請書」という。。）及び競争参加資格を確認する資

料（以下「資料」という。。）の提出を求めるものとする。 

(2) 申請書及び資料は、参加希望者が原則として電子入札システムにより提出するものとする。 

(3) 第１号の期限までに申請書及び資料を提出しない者又は契約担当者が競争参加資格がないと 

認める者は、当該入札に参加することができないものとする。 

(4) 申請書及び資料の提出期限は、原則として入札書受付締切日の２日前とする。 

(5) 申請書及び資料の取扱いは、次のとおりとする。 

ア 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、参加希望者の負担とする。 

イ 提出された申請書及び資料は、競争参加資格の確認以外に使用しない。  

ウ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 

エ 提出期限後における申請書及び資料の差替え及び再提出は、これを認めない。 
 
 
９ 資料の種類及び内容  

資料の種類及び内容は、次のとおりとする。 

(1) 履行実績（様式第２号） 第４項第８号に規定する建設工事等の履行実績 

(2) 配置予定技術者の資格等（様式第３号） 第４項第９号に規定する主任技術者等の資格及びこれ

らの者の同種の建設工事等の経験 

(3) その他契約担当者が必要と認めるもの 
 
 
10 設計図書等の閲覧等 

(1) 設計図書（図面、特記仕様書、工事数量総括表（建築工事を除く。）及び現場説明書等をいう。以下

同じ。）及び設計参考資料（以下「設計図書等」という。）は、原則として、電子閲覧に供するも

のとする。 

(2) 前号の規定による電子閲覧は、原則として公告後速やかに開始するものとし、入札書受付締切日 

まで行うものとする。 



(3) 質問書の提出は、契約監理課に持参又は電送することにより行うものとする。 

(4) 質問書の提出期間は、原則として、電子閲覧を開始した日の翌日から開札予定日の５日（大分市

の休日を定める条例（平成元年大分市条例第１３号）第１条第１項に規定する市の休日（以下「休

日」という。。）を除く。。）前までとする。 

(5) 設計図書等に対する質問書の提出があった場合は、原則として、その質問に対する回答書の閲覧を電

子入札システムにおいて行い、質問書の提出を受けた日の翌日から起算して２日（休日を除く。）

後までに開始し、入札書受付締切日をもって終了するものとする。 

 
 

11 共同企業体に発注する場合の取扱い 

(1) 共同企業体の結成は、自主結成方式とする。 

(2) 入札参加資格要件は、共同企業体及び構成員それぞれについて設けるものとする。 

(3) 共同企業体の構成員は、当該対象建設工事等の他の共同企業体の構成員を兼ねることができない

ものとする。 

(4) その他の事項については、大分市建設工事等に係る共同企業体の競争入札参加資格等に関する取

扱要綱（平成８年大分市告示第１４３号）に定めるところによる。 

 
 

12 開札 

(1) 開札は、第７項の規定により公告した日時に行い、入札に参加した者（以下「入札参加者」と

いう。。）のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格でもって入札した者を落札候補者として決

定するものとする。 

(2) 開札の結果、入札参加者のうち落札候補者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるとき

は、電子入札システムに装備されている電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(3) 開札に係る立会いは、大分市電子入札立会要領（平成１８年１１月２８日施行）に定めるところ

による。 

 
 

13 落札者の決定等 

(1) 契約担当者は、前項の規定による開札を行った後、入札参加者について、競争参加資格の確認

を行うものとする。 

(2) 契約担当者は、前号の規定により落札候補者が競争参加資格を有すると確認したときは、確認

した日をもって当該落札候補者を落札者として決定するものとする。ただし、契約担当者は、当該

競争参加資格を有しないと確認したときは、当該落札候補者を除いて予定価格の制限の範囲 内で最

低の価格で入札をし、かつ、競争参加資格を有する者を落札者として決定するものとする。 

(3) 第１号の規定により競争参加資格を有しないと確認された者が行った入札については、これを

無効とし、競争参加資格不適格通知書を送付するものとする。 

(4) 落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して２日（休日を除く。。）以内に行うものと

する。ただし、最低の価格で入札した者が競争参加資格を有しないと確認された場合又は積算内訳書

の内容について説明を求めた場合は、この限りでない。 

(5) 契約担当者は、第２号による確認において、競争参加資格に疑義がある場合は、資格委員会の

審査に付すものとする。 



(6) 契約担当者は、電子入札の落札者を決定したときは、入札参加者に対し、その旨を通知すると

ともに、当該入札結果を公表するものとする。 

 
 

14 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

(1) 競争参加資格がないと認められた者は、前項第３号の規定による通知を受けた日の翌日から起

算して７日（休日を除く。。）以内に、契約担当者に対して書面を持参することによりその説明を求

めることができる。 

(2) 契約担当者は、前号の説明を求められたときは、資格委員会の議を経た上で、同号の書面の提

出を受けた日の翌日から起算して８日以内に書面により回答するものとする。 

(3) 契約担当者は、説明を求めた者に競争参加資格があると認められる場合は、前項第３号の規定

による通知を取り消し、前号の規定による回答と併せて、改めて競争参加資格のある旨の通知を行う

ものとする。この場合においては、資格委員会の議を経るものとする。 
 
 

15 開札の中止又は延期  

契約担当者は、関連する建設工事等に落札者がない場合又は契約担当者が必要と認める場合は、

開札を中止し、又は延期することができる。 

 
 
16 契約の保証 

(1) 落札者は、建設工事等に係る契約を締結するに当たり、規則第６条に定めるところにより契約

保証金を納めなければならない。 

(2) 落札者が、規則第７条第６号又は第７号に規定する契約を締結した場合は、契約保証金の全部

を免除するものとする。 

 
 

17 入札の無効 

規則第３２条第 1 号から第９号までに掲げる事項のほか、同条第１０号の規定により、次の各号のい

ずれかに該当する入札を無効とする。 

(1) 公告に示した競争参加資格のない者のした入札 

(2) 申請書又は資料を提出しなかった者のした入札 

(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札 

(4) 提出期限までに積算内訳書を提出しなかった者のした入札 

(5) 積算内訳書の工事価格計又は業務価格計が、入札価格と一致していない者のした入札 

(6) 積算内訳書の積算根拠、金額その他の内容について説明を求めた場合において、正当な理由な 

これを拒否した者のした入札 

 
 

18 入札結果の公表  

入札結果の公表は、大分市建設工事等の契約に係る入札結果等の公表に関する要綱（昭和５７年 

１１月１日施行）の定めるところによる。 
 
 
19 その他 



この要領に定めるもののほか、必要な事項は、大分市電子入札運用基準（平成１８年１１月２８ 日施行）

その他市長が別に定めるものとする。 

 
 

附 則  

この要領は、平成１８年１１月２８日から施行する。 

 

附 則  

この要領は、平成１９年６月１日から施行し、同日以後に公告し、又は通知する入札について適用する。 

 

附 則  

この要領は、平成２０年６月１日から施行し、同日以後に公告する入札につて適用する。 

 

附 則  

この要領は、平成２２年４月１日から施行し、同日以後に公告する入札について適用する。 

 

附 則  

この要領は、平成２４年６月１日から施行し、同日以後に公告する入札について適用する。 

 

附 則  

この要領は、平成２５年６月１日から施行し、同日以後に公告する入札について適用する。 

 

附 則  

この要領は、平成２７年４月１日から施行し、同日以後に公告する入札について適用する。 

 

附 則  

この要領は、平成３０年４月１日から施行し、同日以後に公告する入札について適用する。 

 

附 則  

この要領は、平成３１年４月１日から施行し、同日以後に公告する入札について適用する。 

 

附 則  

この要領は、令和３年４月１日から施行し、同日以後に公告する入札について適用する。 

 

附 則  

この要領は、令和８年４月１日から施行し、同日以後に公告する入札について適用する。 

 

 

 



様式第１号（その１）                          （建設工事単体発注用） 

 

年  月  日 

 

競争入札参加資格確認申請書 

 

契約担当者         殿 

 

 

住    所                

商号又は名称                

代表者又は受任者              ㊞ 

（電子入札システムにより提出する場合、代表者印は省略可） 

 

公告日：                  

工事名：                  

 

上記工事に係る競争参加資格確認資料を以下のとおり提出します。 

 

なお、公告に掲げる資格要件を満たすこと及び資料の内容について事実と相違ないことを誓約します。 

 

 

証 明 事 項 等 内        容 添付資料 

１ 企業に対する要件等   

（１） 年１０月１日から 

 年９月３０日まで 

の間の決算日を基準日

とする経営規模等評価

結果通知書・総合評定

値通知書の発注業種に

係る総合評定値 

          

 

         点 

 

 

経営規模等評価結果通知書・総合評定

値通知書の写し 

（２） 履行実績 様式第２号（その１） ・契約書の写し 

・施工内容や規模等の判断ができる書  

 類 

２ 配置予定技術者に対する要件等 

（１） 配置予定技術者の資格

等 

様式第３号（その１） ・免許、資格者証の写し(監理技術者資

格者証、技術検定合格証明書等) 

・会社との雇用関係がわかるもの 

※設定要件に応じ適宜内容を変更すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（その２）                       （建設工事共同企業体発注用） 

                          

年  月  日 

 

競争入札参加資格確認申請書 

 

契約担当者       殿 

 

共同企業体名                         特定建設工事共同企業体 

共同企業体 住    所                            

代表構成員 商号又は名称                            

代表者又は受任者                   ㊞ 

（電子入札システムにより提出する場合、代表者印は省略可） 

 

共同企業体    住    所                          

構 成 員   商号又は名称                          

代表者又は受任者                   ㊞ 

（電子入札システムにより提出する場合、代表者印は省略可） 

 

公告日：              

工事名：              

 

上記工事に係る競争参加資格確認資料を以下のとおり提出します。 

なお、公告に掲げる資格要件を満たすこと及び資料の内容について事実と相違ないことを誓約します。 

 

証 明 事 項 等 内  容 添付資料 

１ 企業に対する要件等   

（１） 年１０月１日から 

  年９月３０日まで 

の間の決算日を基準日

とする経営規模等評価

結果通知書・総合評定

値通知書の発注業種に

係る総合評定値 

     

 

    点 

 

 

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知

書の写し 

（２） 履行実績 様式第２号

（その１） 

・契約書の写し 

・施工内容や規模等の判断ができる書類 

２ 配置予定技術者に対する要件等 

（１） 配置予定技術者の資格

等 

様式第３号

（その１） 

・免許、資格者証の写し(監理技術者資格者

証、技術検定合格証明書等) 

・会社との雇用関係がわかるもの 

※設定要件に応じ適宜内容を変更すること。 

 



様式第１号（その３）               （測量・建設コンサルタント業務等単体発注用） 

                          

年  月  日 

 

競争入札参加資格確認申請書 

 

契約担当者       殿 

 

住    所                     

商号又は名称                     

代表者又は受任者                      ㊞ 

（電子入札システムにより提出する場合、代表者印は省略可） 

 

公告日  ：              

業務委託名：              

 

上記委託業務に係る競争参加資格確認資料を以下のとおり提出します。 

 

なお、公告に掲げる資格要件を満たすこと及び資料の内容について事実と相違ないことを誓約します。 

 

 

証 明 事 項 等 内  容 添付資料 

１ 企業に対する要件等   

（１） 履行実績 様式第２号（その２） 契約書等の写し及び参加要件

に係る履行内容が分かる書類 

２ 配置予定技術者に対する要件等 

（１） 配置予定技術者の資格

等 

様式第３号（その２） 配置予定技術者の資格を証す

る書類等 

※設定要件に応じ適宜内容を変更すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（その４）            （測量・建設コンサルタント業務等共同企業体発注用） 

                          

年  月  日 

 

競争入札参加資格確認申請書 

 

契約担当者      殿 

 

共同企業体名                                    

共同企業体 住    所                           

代表構成員 商号又は名称                           

代表者又は受任者                      ㊞ 

（電子入札システムにより提出する場合、代表者印は省略可） 

 

共同企業体 住    所                          

構 成 員 商号又は名称                          

代表者又は受任者                     ㊞ 

（電子入札システムにより提出する場合、代表者印は省略可） 

 

公告日  ：              

業務委託名：              

 

上記業務委託に係る競争参加資格確認資料を以下のとおり提出します。 

 

なお、公告に掲げる資格要件を満たすこと及び資料の内容について事実と相違ないことを誓約します。 

 

証 明 事 項 等 内  容 添付資料 

１ 企業に対する要件等   

（１） 履行実績 様式第２号

（その２） 

契約書等の写し及び参加要件

に係る履行内容が分かる書類 

２ 配置予定技術者に対する要件等 

（１） 配置予定技術者の資格

等 

様式第３号

（その２） 

配置予定技術者の資格を証す

る書類等 

※設定要件に応じ適宜内容を変更すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第２号（その１）                              （建設工事用） 

 

履行実績 

 

商号又は名称：             

 

 

工 事 名 称  

発 注 機 関 名  

施 工 場 所  

契 約 締 結 日  

契 約 金 額 千円 

工 期 年 月～ 年 月 

受 注 形 態 等 単体／共同企業体（出資比率    ％） 

工 事 概 要  

※設定要件に応じ適宜内容を変更すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第２号（その２）                    （測量・建設コンサルタント業務用） 

 

履行実績 

 

             商号又は名称：             

 

 

委 託 名 称  

発 注 機 関 名  

履 行 場 所  

契 約 締 結 日  

契 約 金 額 千円 

履 行 期 間 年 月～ 年 月 

受 注 形 態 等 単体／共同企業体（出資比率     ％） 

委 託 概 要  

※設定要件に応じ適宜内容を変更すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第３号（その１）                              （建設工事用） 

 

配置予定技術者の資格等 

 

商号又は名称：            

 

 

配置予定技術者の氏

名、生年月日及び雇

用年月日 

氏   名  生年月日 年 月 日 

雇用年月日 年 月 日 

法令等による資格・

免許 

資格名称 取得年月日（最初に取得した年月日を記載） 

 年 月 日 

 年 月 日 

※設定要件に応じ適宜内容を変更すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第３号（その２）                    （測量・建設コンサルタント業務用） 

 

配置予定技術者の資格等 

 

商号又は名称：              

 

 

配置予定技術者の氏

名、生年月日及び雇

用年月日 

氏      名  生年月日 年 月 日 

雇用年月日 年 月 日 

法令等による資格・

免許 

資格名称 取得年月日（最初に取得した年月日を記載） 

 年 月 日 

 年 月 日 

※設定要件に応じ適宜内容を変更すること。 

 


